
　令和元年度一般会計及び特別会計の決算が令和２年９月松伏町議会定例会で認定されました。
　主な事業は、小中学校のエアコン設置工事や中間処理場の整備に係る地質・土壌調査及び仮設施設工事等の実
施など、選択と集中を徹底しながら、「松伏町第5次総合振興計画」に基づき各事業を実施しました。
　なお、歳入と歳出の差額４億6,691万円については、翌年度へ繰越されます。
　また、令和元年度の森林環境譲与税113万４千円の使途については、令和元年度に制定した松伏町森林環境整
備基金条例に基づき、今後の木材の利用促進や普及啓発に関する事業に充てるため、全額を松伏町森林環境整備
基金に積み立てました。　

【歳入】
○町 税�＝�町民税（個人、法人）、固定資産税、軽自動車税、町

たばこ税
○地方交付税�＝�どの市町村でも同じ水準の行政サービスが受

けられるように、財源を補うため国から市町村
に交付されるもの

○国県支出金�＝�国や県が使い道を指定して交付する負担金や
補助金など

○地方消費税交付金�＝国が消費税の一部を地方に交付するもの
○町 債�＝�道路などの公共施設を作るため国や金融機関

からの借入金
○そ の 他�＝�諸収入（学校給食徴収金や県営公園指定管理料

収入など）、分担金及び負担金（保育料など）など

令和元年度決算のあらまし

松伏町の数値 早期健全化基準（松伏町の場合） 財政再生基準
①実質赤字比率 ― 14.55 20.00
②連結実質赤字比率 ― 19.55 30.00
③実質公債費比率 7.2 � 25.0� � 35.0
④将来負担比率 21.8 � 350.0�

　令和元年度決算を基に算定した数値は下記のとおりです。
　いずれも早期健全化基準及び財政再生基準以下となりました。

※実質赤字額及び連結実質赤字額は発生していないため、数値は算定されません。
※�健全化判断比率①から④のいずれかが早期健全化判断基準以上となった場合は、自主的に財政の健全化を図る
ため、「財政健全化計画」を策定する必要があります。
※�健全化判断比率①から③のいずれかが財政再生基準以上となった場合は、国の関与を受けながら財政の再生を
図るため、「財政再生計画」を策定する必要があります。

【歳出】
○民生費＝�子育て支援、保育所運営、障がい者や高

齢者福祉サービスなどの経費
○総務費＝�庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸

籍管理、選挙、統計などの経費
○教育費＝�小中学校や公民館などの運営、維持管

理などの経費
○土木費＝�道路の建設や維持管理、都市計画など

の経費
○公債費＝過去に借り入れた借入金の償還金
○衛生費＝�健康増進、疾病予防、環境保全、清掃費

などの経費
○消防費＝消防組合の負担金、防災などの経費
○その他＝農林水産業費、議会費、商工費など
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一般会計歳入歳出の内訳

健全化判断比率

歳入:89億2,332万円
（前年度比:3.7%増）

歳出:83億9,266万円
（前年度比:3.2%増）

（単位：％）



○教育・保育給付費等給付事業� ４億８,229万円
○児童手当給付事業� ４億２,932万円
○小中学校教育環境整備事業� ２億４,077万円

○障害福祉サービス支援事業� ６億734万円
○重度心身障がい者医療費支給事業� ６,228万円
○予防接種事業� ６,046万円

○総合情報ネットワーク整備事業� ６,280万円
○固定資産税課税事務事業� １,958万円
○戸籍等交付サ－ビス事業� １,819万円

○可燃ごみ・し尿処理事業� 　２億４,537万円
○中間処理場管理運営費� ５,750万円
○不燃ごみ処理事業� ２,996万円

○企業誘致推進事業� ３,708万円
○農業用排水路維持管理事業� ２,392万円
○プレミアム付商品券事業� ２,008万円

○排水路整備事業� ６,690万円
○町道拡幅整備事業� ５,108万円
○町道維持管理事業� ４,684万円

○公民館管理運営事業　� ４,366万円
○体育施設設備管理事業� １,750万円
○多世代交流学習館管理運営事業� 1,064万円

109,463円

288,874円

56,666円

3,694円

4,600円

34,090円

1,721円

歳入:33億1,038万円
歳出:32億1,036万円

歳入:20億4,274万円
歳出:18億6,288万円

歳入:5億8,922万円
歳出:5億7,806万円

歳入:3億1,385万円
歳出:3億1,204万円

歳入:845万円
歳出:804万円

2,509円

110,876円

25,354円

44,103円

41,768円

1,966円

22,849円

6,185円

21,635円

20,321円

町民税

議会費

農林水産業費

教育費

諸支出金

軽自動車税

民生費

土木費

国民健康保険

介護保険

公共下水道事業

後期高齢者医療

農業集落排水事業

固定資産税

総務費

商工費

公債費

町たばこ税

衛生費

消防費
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町民一人当たりが負担した町税
子育て支援
　〜未来を担う子どもたちが健やかに育つまちづくり〜

健康・福祉・社会保障
　〜健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり〜

行財政運営の充実
　〜効率的で質の高い町政運営を進めるまちづくり〜

生活環境の充実
　〜安全・安心な暮らしのできるまちづくり〜

産業振興
　〜活気あふれるにぎわいのまちづくり〜

生活基盤整備
　〜利便性の高い快適空間のまちづくり〜

人権・男女共同・地域コミュニティ
　〜町民主体の地域コミュニティ豊かなまちづくり〜

主な事業は次のとおりです。

町民一人当たりに使われたお金

特別会計　　歳入：62億6,464万円　　　歳出：59億７,138万円

人口/29,053人（令和2年3月31日現在）

問合せ 企画財政課 財政担当 ☎991-1820




